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改
元
の
こ
と 

史
料
Ａ 

年
号
改
元 

（
雑
事
記
よ
り
） 

 
 

国
立
公
文
書
館 
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改
元
の
こ
と 

 

解
読
文 

 

史
料
Ａ 
年
号
改
元
（
雑
事
記
よ
り
） 

一 

年
号
改
元
の
亊 

年
号
と
い
ふ
は
、
四
海
の
お
ま
し
給
に 

て
、
吉
凶
こ
れ
よ
り
起
る
事
多
し
と
い
へ
り
。
或
は
、
天
子
位
に 

つ
か
せ
給
へ
ば
年
号
を
も
改
ら
れ
し
よ
し
也
。
然
れ
ど
も
能 

き
時
代
な
れ
ば
、
そ
の
侭
用
ひ
ら
る
ゝ
例
、
古
今
連
綿
也
。 

さ
れ
ば
此
改
元
と
申
は
、
兼
て
よ
り
、
先
菅
家
の
人
々
其
外 

に
も
器
量
有
か
た
へ
仰
て
、
年
号
を
え
ら
む
て
、
幾 

号
も
〳
〵
考
へ
、
扨
改
元
の
日
に
は
諸
家
参
内
あ
り
て
、
此 

沙
汰
は
じ
ま
る
也
。
頭
人
は
摂
関
大
臣
等
、
才
智
を
え
ら
び 

て
着
座
あ
る
。
其
時
初
め
て
家
々
の
勘
文
を
出
し
て 

年
号
ひ
と
つ
づ
ゝ
を
讀
上
給
へ
ば
、
其
時
難 な

ん

陳 ち
ん

と 

い
ふ
事
有
て
、
其
号
を
難
じ
給
へ
ば
、
又
證
文
を
引
て 

其
答
あ
り
。
如
此
家
々
の
年
号
多
き
中
に
て
撰
み
つ 

く
し
、
壱
つ
ふ
た
つ
に
極
り
、
こ
れ
か
れ
と
御
評
定
あ
り
て 

其
ひ
と
つ
に
極
め
、
衣
を
一
同
の
う
へ
に
つ
き
て
、
参
儀 

今
日
よ
り
此
号
を
唱
へ
用
ゆ
べ
き
よ
し
、
年
号
の
ひ
ゞ
き 

も
障
り
な
き
に
非
ざ
れ
ば
、
用
ら
れ
ぬ
事
な
り
。
依
之
極
れ
、 

家
号
は
そ
の
勘
者
の
手
柄
と
い
ひ
、
又
時
の
幸
也
。
如
此
の 

事
を
世
俗
に
知
ら
す
。
唯
手
間
も
入
ら
ず
し
て
、
改
元
能 

あ
る
や
う
に
こ
ゝ
ろ
へ
侍
る
は
勿
躰
な
き
事
也
。
能
々
た
づ
ね 

あ
き
ら
め
（
＝
明
ら
め
）
疎
（
お
ろ
そ
）
か
に
お
も
ひ
奉
る
ま
じ
き
と
云
。 



 

3 

 

史
料
Ｃ 

 

弘
化
→
嘉
永 

改
元 

 
 

（
改
元
詔
書 

略
） 

安
政
雑
記 

 
 

 



 

4 

史
料
Ｂ 

 

天
保
→
弘
化 

改
元
事
書 

弘
化
改
元
事
書 

天
保
十
五
辰
年 

 
 

夏
五
月
十
日
焼
（
暁
）、
東
都
大
城
奥
向
よ
り
及
出
火
、
忽
大
火
に 

相
成
、
廣
大
の
殿
舎
以
下
表
方
迠
不
残
炎
焼
の
御
事 

國
家
の
大
事
、
殊
に
天
下
の
御
政
務
萬
端
被
為 

任
候
大
樹
殿
下
御
居
城
、
旁
叡
念
不
穏
、
且
、
去
天 

保
九
戌
年
三
月
十
日
、
西
城
も
炎
焼
に
付
、
彼
是
諸
人 

の
論
儀
も
有
之
、
年
号
改
元
の
事
、 

御
内
慮
の
趣
被
仰
出
、
則
所
司
代
よ
り
関
東
へ
注
進 

の
處
、
甚
御
遠
慮
に
被
思
召
、
御
辞
退
の
旨
被
及 

奏
聞
候
處
、
御
厚
叡
慮
、
御
治
定
の
御
事
故
、
速
御
請 

被
為
在
可
然
哉
の
旨
、
武
傳
二
卿
を
以
再
応
勅
諚
被
為 

遣
、
當
秋
の
頃
、
弥
改
元
可
被
為
在
旨
被
仰
出
候
事 

九
月
廿
二
日 

来
十
一
月
下
旬
、
十
二
月
上
旬
の
中
、
年
號
改
元
定 

傳
奏 

 
 

 
 

廣
幡
新
源
大
納
言 

奉
行 

 
 

 
 

烏
丸 

頭
左
大
辨 

右
被
仰
出 

史
料
Ｃ 

 

弘
化
→
嘉
永 

改
元
詔
書 

弘
化
五
戊
申
三
月
十
五
日 

御
礼
前 

 
 

席
々
御
直
達
の
趣 

今
度
年
號
改
元
の
義
、
京
都
よ
り
被
仰
遣
、
可
為
嘉
永
に 

旨
被
仰
出
候
、
此
段
可
申
聞
旨
被
仰
出
之
。 

御
仁
政
ゆ
き
わ
た
れ
と
の
御
改
元 

嘉
永
と
こ
ろ
へ
手
の 

と
ど
く
や
う 
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史
料
Ｄ 

嘉
永
か
ら
安
政 

年
号
改
元
の
義 

 

安
政
雑
記 

 

Ｄ
１ 

 

Ｄ
２ 
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史
料
Ｄ 

 

嘉
永
か
ら
安
政 

年
号
改
元
の
義 

 
 

 
 

 
 

 

年
号
改
元
の
義 

〇
嘉
永
七
寅
年
十
月
廿
八
日
の
次
飛
脚
に
有
之 

 
 

 
 

 
脇
坂
淡
路
守
へ
申
遣
の
趣 

Ｄ
１ 

去
る
十
五
日
、
三
條
大
納
言
、
東
坊
城
前
大
納
言
御
自
分
役
宅
へ
被
参
、 

年
号
文
字
の
義
、
御
内
慮
被
仰
出
候
旨
に
て
、 

勅
文
壱
通
、
七
号
の
文
字
唱
、
假
名
付
壱
通
被
致
持
参
候
に
付
、 

被
差
越
の
由
来
、
右
七
号
の
内
、
文
長
・
安
政
可
然
被 

思
召
、
御
両
号
の
中
、
文
長
別
て
宜
被
思
召
候
、
尤
承
（
丞
）
相
衆
中
へ 

勅
聞
有
之
候
處
、
文
長
多
被
挙 

奏
、
御
當
地
思
召
被
聞
召
、
両
号
の
中
、
御
治
定
可 

有
之
候
、
此
旨
當
地
へ
宜
申
上
候
旨
、
両
卿
書
付
被
相
渡
候
付
、
被 

申
越
候
趣
令
承
知
候
、
委
細
御
別
紙
相
達
候
、
以
上 

十
月
廿
八
日 

 
 

 
 

 

御
連
名 

（
老
中
） 

脇
坂
淡
路
守
殿 

Ｄ
２ 

今
般
被
申
越
候
年
号
改
元
の
義
、
委
細
達 

御
聴
候
処
、
文
長
・
安
政
両
号
の
内
、
於
當
地
、
安
政
可
然
と
被 

思
召
候
、
此
段
両
卿
へ
可
被
達
候
、
則
別
紙
安
政
文
字
書
付 

可
差
越
候
間
、
可
被
得
其
意
候
、
以
上 

 
 

 

御
連
名 

（
老
中
） 

十
月
廿
八
日 

脇
坂
淡
路
守
殿 

別
紙 

 

 

嘉
永
七
寅
年
十
二
月
五
日
、
改
元
被
仰
出
候 

           

安
政 
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史
料
Ｅ 

明
治
改
元
詔
書 
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史
料
Ｅ 

明
治
改
元
詔
書 

 
 

 
元
年
九
月
八
日 

 
 

布
告 

 

今
般
、
御
即
位
御
大
禮
被
為
濟
、
先
例
の
通
、
被
為
改
年
號
候 

、
就
て 

は
、
是
迄
、
吉
凶
の
象
兆
に
随
ひ
、
屢
改
號
有
之
候
へ
ど
も
、
自
今
、
御
一 

代
一
號
に
被
定
候 
、
依
之
改
慶
應
四
年
、
可
為
明
治
元
年
旨
、
被
仰 

出
候
事 

 
 

改
元
詔 

詔
體
太
乙
而
登
位
、
膺
景
命
以
改
元
、
洵
聖
代
之
典
型
而
、
萬
世
之 

標
準
也
、
朕
雖
否
徳
、
幸
頼
祖
宗
之
霊
、
祇
承
鴻
緒
、
躬
親
萬
機
之
政
、 

乃
改
元
、
欲
與
海
内
億
兆
更
始
一
新
、
其
改
慶
應
四
年
、
為
明
治
元 

年
、
自
今
以
後
革
易
𦾔
制
、
一
世
一
元
、
以
為
永
式
、
主
者
施
行 

明
治
元
年
九
月
八
日 

議
政
官 

輔
相 

議
定 

参
與 
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10 

行
政
官 

辨
官
事 

 

詔
書
如
右
請
奉 

 

詔
附
外
施
行
謹
言 

明
治
元
年
九
月
十
二
日 

可 

擇
申
可
有
改
元
日
時 

今
月
八
日
壬
午 

 
 

 

時 

辰 

                                  

氏名官名略 
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Ｆ 
 

 

大
正
改
元
詔
書 

 
 

 

 

Ｆ
１ 

新
旧
年
号
の
取
扱
い 

 

大
正
時
代
の
論
争 
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Ｆ 

大
正
改
元
詔
書 

明
治
四
十
五
年
七
月
三
十
日
（
官
報
号
外
詔
書
） 

 
 

 
 

改
元
の
詔
勅 

朕
菲
徳
を
以
て
大
統
を
承
け
、
祖
宗
の
霊
に
誥
げ
て
、
萬 

機
の
政
を
行
ふ
、
茲
に 

先
帝
の
定
制
に
遵
ひ
、
明
治
四
十
五
年
七
月
三
十
日
以 

後
を
改
め
て
、
大
正
元
年
と
為
す
。
主
者
施
行
せ
よ
。 

御
名 

 

御
璽 

明
治
四
十
五
年
七
月
三
十
日 

各
大
臣
連
署 

Ｆ
１ 

新
旧
年
号
の
取
扱 

 

大
正
時
代
の
論
争 

今
般
改
元
に
付
、
國
定
教
科
書
中
、 

記
載
方
の
義
、
別
記
の
通
相
心
得
可
然
と 

存
候
得
共
、
一
應
御
意
見
承
知
致
度
、 

此
段
及
照
会
候
也 

大
正
元
年
九
月
九
日 

文
部
次
官 

福
原
鐐
二
郎 

印 

内
閣
書
記
官
長 

南 

弘 

殿 
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Ｆ
２ 

別
記 
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Ｆ
２ 

別
記 

 
 

 
 

 
 

記 

古
来
歴
史
上
、
改
元
の
年
は
、
其
の
年
全
部 

新
元
號
に
改
ま
り
た
る
も
の
と
し
て
記
載
す
る
の 

例
な
り
。
例
へ
ば
、
菅
原
道
眞
の
左
遷
は
昌
泰 

四
年
正
月
な
れ
ど
も
、
七
月
に
延
喜
と
改
元
せ 

ら
れ
た
れ
ば
、
延
喜
元
年
正
月
と
記
し
、
鳥
羽 

伏
見
の
戰
は
、
慶
應
四
年
正
月
な
れ
ど
も
、
九
月 

に
改
元
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
明
治
元
年
正
月
と
記
せ
る 

が
如
し
。
是
れ
明
治
元
年
九
月
の
詔
書
中
、「
改 

慶
應
四
年
為
明
治
元
年
」
と
あ
る
に
、
徴
す
る
も 

正
當
な
る
べ
し
。
然
る
に
今
回
、
改
元
の
詔
書
に
は
特 

に
「
七
月
三
十
日
以
後
を
改
め
て
」
と
明
記
せ
ら
れ
た
る 

上
は
、
本
年
の
史
実
を
掲
記
す
る
場
合
に
、
古
例 

を
追
ふ
べ
か
ら
ざ
る
は
勿
論
な
り
。
就
て
は
國
定
教 

科
書
に
於
て
は
「
明
治
天
皇
は
明
治
四
十
五
年 

七
月
三
十
日
崩
御
」
と
記
す
如
く
、
明
治
四
十
五 

年
七
月
三
十
日
午
前
零
時
四
十
三
分
迄
を 

明
治
四
十
五
年
と
し
、
其
の
以
後
を
大
正
元
年 

と
し
て
判
別
明
記
す
る
を
要
す
。 
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Ｆ
３ 

文
部
次
官
か
ら
再
び
問
合
せ 

 

 

別
紙 

甲
の
説 
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Ｆ
３ 

文
部
次
官
か
ら
再
び
問
合
せ 

文
部
省 

子
官
■
六
一
號 

改
元
に
付
、
國
定
教
科
書
中
記
載
方
の
件
、
曩
に 

及
び
照
會
候
處
、
九
月
十
一
日
、
内
閣
送
第
三
〇
號
を 

以
て
御
回
答
の
趣
、
了
承
。
然
る
に
尚
又
、
今
上
天
皇 

陛
下
践
祚
の
事
實
記
載
方
に
関
し
、
之
を
大
正
の 

年
號
に
係
ぐ
る
方
可
然
と
被
存
候
へ
共
、
明
治
の
年 

號
に
係
ぐ
べ
し
と
す
る
反
對
説
も
有
之
、
當
省
限
り
決
定 

致
兼
候
間
、
更
に
御
意
見
承
知
致
度
、
別
紙
両
説 

添
付
、
此
段
及
照
會
候
也 

大
正
元
年
九
月
二
十
五
日 

文
部
次
官 

福
原
鐐
二
郎 
印 

内
閣
書
記
官
長 

南 

弘 

殿 

  

別
紙 

甲
の
説 

 
 

 
 

 

記 

 
 

甲
（
大
正
の
年
號
に
係
ぐ
べ
し
と
す
る
説
） 

改
元
は
践
祚
の
後
に
行
は
れ
た
る
こ
と
勿
論
な
れ
ど
も
、
既
に 

「
七
月
三
十
日
以
後
を
改
め
て
」
の
解
釋
上
、
明
治
天
皇
崩 

御
の
瞬
間
、
即
ち
七
月
三
十
日
午
前
零
時
四
十
三
分 

迠
を
明
治
四
十
五
年
と
し
、
其
の
以
後
を
大
正
元
年
と
す 

る
以
上
は
、
崩
御
に
継
ぐ
瞬
間
、
即
ち
大
正
元
年
の
始 

を
践
祚
の
時
と
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
依
り
て
践
祚
の
事 

実
を
大
正
の
年
號
に
係
げ
、「
今
上
天
皇
大
正
元
年 

七
月
三
十
日
践
祚
」
と
記
す
る
を
正
當
と
す
。 
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別
紙 

乙
の
説 

 

Ｆ
４ 

文
部
次
官
へ
の
回
答 
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別
紙 

乙
の
説 

乙
（
明
治
の
年
號
に
係
ぐ
べ
し
と
す
る
説
） 

と
す
る
説
） 

皇
室
典
範
に
「
践
祚
の
後
、
元
號
を
建
て
」
云
々
と
あ
り
。 

明
治
天
皇
、
明
治
四
十
五
年
七
月
三
十
日
午
前
零
時
四
十 

三
分
崩
御
、
今
上
天
皇
陛
下
即
ち
践
祚
あ
ら
せ
ら
れ 

而
し
て
後
、
改
元
せ
ら
れ
た
る
を
以
て
、
践
祚
は
改
元
以
前 

に
在
り
、
即
ち
改
元
は
今
上
天
皇
陛
下
の
詔
に
出
で
た 

る
も
の
に
し
て
、
詔
の
月
日
付
に
も
、
明
治
四
十
五
年
と
あ
り
、
今
度 

の
改
元
は
従
来
の
如
く
、
前
に
遡
る
の
制
に
あ
ら
ざ
る
故
に
、
若 

し
大
正
の
年
號
に
係
ぐ
る
と
き
は
、
事
実
前
後
の
嫌
あ 

り
、
依
り
て
践
祚
の
事
実
を
明
治
の
年
號
に
係
て 

「
今
上
天
皇
、
明
治
四
十
五
年
七
月
三
十
日
践
祚
」
と
記 

す
る
を
正
當
と
す
。 

 

Ｆ
４
文
部
次
官
へ
の
回
答 

大
正
元
年
九
月
廿
六
日 

 
 

内
閣
書
記
官
長 

花
押 

 

内
閣
書
記
官 

印 

印 

花
押 

 
 

 
 

 
 

文
部
次
官
へ
回
答
案 

 

改
元
に
付
、
國
定
教
科
書
中
記
載
方
の
件
、
照
會
の 

趣
了
承
、
右
は
甲
號
、
即
ち
大
正
の
年
號
に
係
か
る 

儀
と
存
候
、
此
段
及
回
答
候
也 

大
正
元
年
九
月
廿
六
日 

 
 

内
閣
書
記
官
長 
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Ｆ
５ 

司
法
次
官
か
ら
内
閣
書
記
官
へ
の
問
合
せ
（
民
第
四
六
四
號
） 

 

（
回
答
）
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司
法
次
官
か
ら
内
閣
書
記
官
へ
の
問
合
せ 

 
司
法
省
法
務
局 

民
第
四
六
四
號 

 

改
元
あ
り
た
る
場
合
に
於
け
る
新
舊
年
號
の
稱
呼 

に
関
し
、
別
紙
寫
の
通
伺
出
有
之
候
處
、
明
治
は
慶
應 

四
年
一
月
一
日
に
、
慶
應
は
元
治
二
年
一
月
一
日
に
、
元
治 

は
文
久
四
年
一
月
一
日
に
、
文
久
は
萬
延
二
年
一
月
一
日 

に
遡
り
て
、
各
之
を
稱
ふ
べ
き
や
否
や
、
疑
義
有
之 

候
條
、
貴
官
の
御
意
見
承
知
致
度
、
此
段
及
照 

會
候
也 大

正
六
年
五
月
八
日 

司
法
次
官
法
學
博
士 
鈴
木
喜
三
郎 

印 

内
閣
書
記
官
長 

伯
爵 

児
玉
秀
雄
殿 

 

回
答 

 
 

大
正
七
年
十
月
二
日 

 
 

 
 

 

内
閣
書
記
官
長 

㊞ 
 

 

内
閣
書
記
官 

 

㊞
㊞
㊞ 

 

司
法
長
官
へ
回
答
案 

大
正
六
年
五
月
八
日
付
司
法
省

法
務
局

民
第
四
六
四
号
を
以
て
照 

會
の
趣
了
承
。
改
元
あ
り
た
る
場
合
に
於
て
は
、
改
元 

の
日
の
前
日
迄
の
事
實
に
付
て
は
、
舊
年
號
を
用
ゐ
、
新 

年
號
は
、
改
元
の
日
以
後
の
事
實
に
付
、
之
を
用
う
べ
く
。 

従
て
、
明
治
は
慶
應
四
年
一
月
一
日
に
、
慶
應
は
元 

治
二
年
一
月
一
日
に
、
元
治
は
文
久
四
年
一
月
一 

日
に
、
文
久
は
萬
延
二
年
一
月
一
日
に
遡
り
て
、
各
之 

を
稱
ふ
べ
き
も
の
に
非
ず
と
思
考
致
候
。
此
段 

及
回
答
候
也
。 

大
正
七
年
十
月
三
日 

 


